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電話対応終了時刻の設定について 

～「学校・幼稚園における働き方改革推進宣言」を受けて～ 

 

平素は，本校の教育活動推進にひとかたならぬご支援・ご協力をいただき，誠にありがとうございま

す。京都市立学校・幼稚園においては，保護者や地域の皆様のご支援のもと，教職員が日夜教育活動の

充実に向けて取り組んでおります。  

 しかしながら，本市教職員の長時間勤務の実態については文部科学省の調査と同様，看過できない状況

であり，教職員が子どもと向き合う時間を確保し，いきいきとやりがいを持って働くことができる環境

の整備は，「質の高い教育活動の実践」「教職員一人一人の自己研鑽の時間の確保」「将来にわたる教職員

の確保」といった本市教育の根幹に関わる課題となっています。  

こうした状況の中，京都市ＰＴＡ連絡協議会・各校園長会並びに京都市教育委員会が連名で，「学校・

幼稚園における働き方改革推進宣言」（裏面参照）を策定し，年度当初に配布させていただいたところで

ございます。 

これらの状況を受け，京都市小学校長会として，電話対応終了時刻の指針を定めました。 

 

 

 

学校事情により，定刻通りにならない場合もありますが，勤務時間の指針として基本的な時刻設定を

行い，各校この指針に向けて下記のような取組を進めてまいりたいと存じます。 

保護者・地域の皆様には，ご理解・ご協力いただきますよう，お願い申しあげます。 

 

＜北白川小学校＞ 

 これに基づき，平成 30 年度末より本校におきましても，以下の取組を進めてきております。今後と

もご理解・ご協力をいただきますようお願い申しあげます。 

 ・学校は，平日，原則として 19：30 には，閉めさせていただきます。 

 ・電話対応は，遅くとも 19：00 までとさせていただきます。 

 ・夜間や休日に「ふれあいサロン」をご利用の場合は，ご利用の各種団体様で「ふれあいサロン」及

び北門の開錠・施錠をお願いします。鍵を借りに来られる場合は，平日の18：00 までにお願いし

ます。 

 ＊学校事情・緊急対応等により，定刻通りにならないこともありますが，勤務時間の指針として基本

的な時刻設定を上記のように設定させていただきます。 

 ＊長期休業期間中(春休み・夏休み・冬休み)におきましては，別途閉門時間をお知らせ致します。 

裏面に，平成 30年４月にお配りしました「働き方改革推進宣言」を掲載しております。 

電話対応終了時刻    19：00 まで 

※電話対応終了後，教職員は速やかに退校することとします。（おおよそ 30 分以内） 



 

  

 

 

 

 

 

 
 
 

京 都 市 で は ，こ れ ま で か ら ，「 開 か れ た 学 校 づ く り 」 の 下 ， 保 護 者 ・ 地 域 の 皆 様 の 御 支 援 と ， 教 職 員 の 熱 意 あ ふ れ

る 取 組 に よ り ， 学 校 ・ 保 護 者 ・ 地 域 が 一 丸 と な っ て ， 子 ど も た ち の 確 か な 学 力 ・ 豊 か な 心 ・ 健 や か な 体 の 育 成 に 取

り 組 ん で ま い り ま し た 。  

一 方 ， 文 部 科 学 省 が 平 成 ２ ８ 年 度 に 実 施 し た 教 員 勤 務 実 態 調 査 結 果 で は ， 小 学 校 教 員 の ３ ３ ％ ， 中 学 校 教 員 の  

５ ７ ％ が い わ ゆ る 「 過 労 死 ラ イ ン 」 で あ る 月 ８ ０ 時 間 以 上 の 時 間 外 勤 務 を し て い る 実 態 が 明 ら か に な る 等 ， 全 国 的

に 教 職 員 の 長 時 間 勤 務 は 大 き な 問 題 と な っ て お り ま す 。  

京 都 市 の 学 校 ・ 幼 稚 園 に お い て も ， 所 定 の 勤 務 時 間 （夜間定時制 等を除き，８時３ ０分～１７時を 基準に各校園で 設定）

を 大 き く 超 え る 時 間 外 勤 務 や 部 活 動 ・ 行 事 等 に よ る 土 日 ・ 休 日 出 勤 等 ， 上 記 の 全 国 調 査 と ほ ぼ 同 様 の 多 忙 な 実 態 が

あ り ， 教 職 員 の 長 時 間 勤 務 の 解 消 は 喫 緊 の 課 題 で す 。  

こ う し た 中 ，京 都 市 教 育 委 員 会 ・ 市 立 学 校 各 校 園 長 会 ・ 京 都 市 Ｐ Ｔ Ａ 連 絡 協 議 会 で は ，「 学 校 ・ 幼 稚 園 の 教 育 活 動

の 一 層 の 充 実 の た め ， 教 職 員 が 子 ど も と 向 き 合 う 時 間 を 確 保 し ， い き い き と や り が い を 持 っ て 働 く こ と の で き る 環

境 を つ く っ て い く こ と が 必 要 で あ る 」 と の 思 い を 共 有 し ， 今 後 ， 相 互 に 連 携 し ， 様 々 な 角 度 か ら の 見 直 し 等 も 行 い

な が ら ， よ り 一 層 の 働 き 方 改 革 を 推 進 す る こ と と 致 し ま し た 。  

京 都 市 で は ，平 成 １ ４ 年 度 に 他 都 市 に 先 駆 け て 夏 季 休 業 期 間 中 の 休 暇 取 得 の 促 進 の た め「 学 校 閉 鎖 日 」を 設 定 し ，

さ ら に ， 会 議 や 学 校 行 事 の 精 選 ， Ｉ Ｃ Ｔ に よ る 事 務 の 効 率 化 ， 独 自 予 算 に よ る 少 人 数 教 育 の 推 進 等 に 取 り 組 ん で ま

い り ま し た が ， 今 後 は ， よ り 適 正 な 教 職 員 の 勤 務 時 間 管 理 に 努 め る と と も に ， 教 職 員 一 人 一 人 が 授 業 改 善 や 自 己 研

鑽 に 取 り 組 む こ と で そ の 専 門 性 を 一 層 高 め ， 質 の 高 い 教 育 を 実 践 で き る 環 境 を 作 る た め ， 各 学 校 ・ 幼 稚 園 の 状 況 を

踏 ま え な が ら ， 以 下 の よ う な 取 組 を 進 め て ま い り ま す 。  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     

ま た ， 京 都 市 Ｐ Ｔ Ａ 連 絡 協 議 会 は ， 各 学 校 ・ 幼 稚 園 と 連 携 し て ， 教 職 員 が ， 一 人 一 人 の 子 ど も た ち に よ り し っ か

り と 向 き 合 え る 教 育 環 境 の 実 現 に 向 け ， 各 学 校 ・ 幼 稚 園 の 取 組 を 支 援 し て ま い り ま す 。  

保 護 者 の 皆 様 に お か れ ま し て は ， 学 校 ・ 幼 稚 園 の 働 き 方 改 革 に 向 け た 取 組 の 推 進 に つ い て ， 御 理 解 ・ 御 協 力 を 賜

り ま す よ う お 願 い 申 し 上 げ ま す 。  

た と え ば ・ ・ ・ ・ ・  

 

平 成 ３ ０ 年 ３ 月  

京 都 市 教 育 委 員 会 ・ 京 都 市 Ｐ Ｔ Ａ 連 絡 協 議 会 ・ 京 都 市 立 幼 稚 園 長 会 ・ 京 都 市 小 学 校 長 会  

京 都 市 立 中 学 校 長 会 ・ 京 都 市 立 総 合 支 援 学 校 長 会 ・ 京 都 市 立 高 等 学 校 長 会  

● 閉 校 時 刻 ・ 電 話 対 応 終 了 時 刻 の 設 定  

 学 校 ・ 幼 稚 園 の 業 務 や 電 話 対 応 を 終 了 す る 時 刻 を 曜 日 ご と に 設 定 す る 等 の 取 組  

● 校 務 支 援 員 (教 員 の 業 務 を 補 助 す る ス タ ッ フ ) ， 部 活 動 指 導 員 の 配 置 （ 中 学 校 ・ 高 等 学 校 ），  

小 学 校 の 専 科 教 員 （ ス ク ー ル サ ポ ー タ ー ） の 増 員 な ど の 人 的 措 置  

● 「 部 活 動 ガ イ ド ラ イ ン 」 に 基 づ く 部 活 動 休 養 日 や 適 切 な 練 習 時 間 の 設 定  

  ※ 学 習 や 家 庭 で の 生 活 時 間 ， 地 域 活 動 等 ， 多 様 な も の に 目 を 向 け る 時 間 の 確 保 ， ス ポ ー ツ 障 害 の 防 止 や 疲 労 回 復 の 点 か ら も 大 切 で す 。  

【 本 市 の 部 活 動 ガ イ ド ラ イ ン 等 で 定 め て い る 部 活 動 休 養 日 等 】  

   小 学 校 ： 練 習 は 週 ３ 日 以 内 （ １ 日 の 活 動 時 間 は １ 時 間 半 程 度 を 上 限 ）  

   中 学 校 ： 週 ２ 日以 上 の 部 活動 休 養 日 (平 日 １ 日 ・土 日 １ 日 )， 練 習 時 間は 平 日 ２時 間 ， 休 業日 は ３ 時 間程 度  

   高 等 学 校 ： 週 １ 日 以 上 の 部 活 動 休 養 日 ， 平 日 １ 日 の 練 習 時 間 は ２ ～ ３ 時 間 程 度 以 内  

教育委員会・学校園・ＰＴＡは，相互に緊密に連携し， 

学校・幼稚園の働き方改革に向けた取組をより一層推進してまいります。 


